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判例研究

民
事
手
続
判
例
研
究

福
岡
民
事
訴
訟
覇
例
研
究
会

親
権
者
指
定
協
議
無
効
罐
認
の
訴
え
の
適
法
性

東
京
高
裁
平
成
　
五
年
六
月
二
六
露
職
決

心
時
一
八
五
五
号
一
〇
九
頁
、
判
タ
ニ
四
九
号
二
一
八
頁
、
東

高
民
事
報
五
四
巻
一
i
一
二
号
一
〇
頁

薗
　
田

史

　
こ
の
判
決
は
、
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
が
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
と

し
て
初
め
て
、
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
に
つ

い
て
検
討
し
、
確
認
の
利
益
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

幽
、
事
案
の
概
要

　
X
（
原
告
・
控
訴
人
）
と
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
〉
は
元
夫
婦
で

あ
り
、
協
議
離
婚
の
届
出
が
さ
れ
、
離
婚
届
上
に
は
、
そ
の
間
の
未

成
年
の
子
の
親
権
者
を
Y
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
。
X
は
、
東

京
家
庭
裁
判
所
に
親
権
者
変
更
の
調
停
を
申
し
立
て
、
こ
の
記
載
に

関
し
て
、
Y
が
勝
手
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
Y
が

こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
同
調
停
を
取
り
下
げ
、
親
権
者
協
議

無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
第
一
審
で
は
、
訴
え
の
適
法
性
に

つ
い
て
特
に
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
子
の
親
権
者
を
Y
と
定
め
て
離

婚
す
る
旨
の
離
婚
届
が
、
X
の
意
思
に
反
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
X
の
控
訴
に
対

し
、
控
訴
審
は
本
件
訴
え
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
示
し
た
上
、
本
案

に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
原
審
判
決
を
維
持
し
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

二
、
覇
旨

　
「
本
件
は
、
協
議
離
婚
を
し
た
元
夫
婦
の
一
方
で
あ
る
控
訴
人
が
、

離
婚
意
思
及
び
離
婚
届
出
意
思
の
存
在
は
認
め
つ
つ
、
す
な
わ
ち
、

協
議
離
婚
の
成
立
は
認
め
な
が
ら
、
離
婚
届
に
記
載
さ
れ
た
未
成
年

の
子
の
親
権
を
行
う
者
の
記
載
に
沿
う
、
親
権
者
を
定
め
る
協
議
に

お
け
る
合
意
の
不
存
在
を
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
こ

の
よ
う
な
場
合
、
親
権
者
指
定
の
合
意
の
不
存
在
あ
る
い
は
無
効
を

主
張
す
る
元
夫
婦
の
一
方
は
、
戸
籍
法
一
一
四
条
に
よ
り
、
家
庭
裁

判
所
の
許
可
を
得
て
、
戸
籍
に
協
議
離
婚
届
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ

た
親
権
者
を
父
又
は
母
と
定
め
る
記
載
の
訂
正
（
抹
消
）
を
す
る
と

共
に
、
改
め
て
元
の
配
偶
者
と
親
権
者
を
定
め
る
協
議
を
行
う
か
、

そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
も
の
と
し
て
家
庭
裁
判
所
へ
親
権
者
指
定
の
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判側研究

審
判
を
求
め
る
（
民
法
八
一
九
条
五
項
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙

類
七
号
）
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
戸
籍
法
一
一
四
条
に

よ
る
戸
籍
訂
正
の
許
可
を
求
め
る
審
判
手
続
に
お
い
て
も
、
親
権
者

指
定
の
審
判
手
続
に
お
い
て
も
、
親
権
者
を
定
め
る
協
議
の
不
存
在

あ
る
い
は
無
効
の
主
張
の
当
否
が
判
断
の
中
心
の
一
つ
と
な
る
も
の

と
予
測
さ
れ
る
が
、
戸
籍
訂
正
の
許
可
を
求
め
る
審
判
手
続
で
は
相

手
方
配
偶
者
は
当
事
者
で
は
な
い
し
、
戸
籍
訂
正
の
審
判
も
親
権
者

指
定
の
審
判
も
、
親
権
者
を
定
め
る
協
議
の
不
存
在
あ
る
い
は
無
効

に
つ
い
て
判
断
が
さ
れ
て
も
、
そ
の
判
断
に
既
判
力
は
な
く
、
紛
争

が
蒸
し
返
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
協
議
離
婚
を
し
た
元
夫
婦
の
一

方
は
、
他
方
を
被
告
と
し
て
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
、
人
事
訴
訟
手
続
法
に
定
め
ら
れ
た
人
事
訴

訟
の
類
型
で
は
な
く
、
ま
た
現
在
解
釈
上
人
事
訴
訟
の
類
型
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
訴
え
で
は
な
い
が
、
事
案
の
性
質
に
鑑
み
、
離
婚

無
効
確
認
訴
訟
と
同
様
に
解
釈
上
人
事
訴
訟
と
し
て
、
手
続
や
効
果

を
規
律
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
、
人
事
訴
訟
で
は
な
い
通
常
訴
訟
と
し
て
許
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
（
通
常
訴
訟
と
し
て
考
え
る
場
合
、
協
議
離
婚
届
に
記
載

さ
れ
た
子
の
親
権
者
を
父
あ
る
い
は
母
と
定
め
る
記
載
に
沿
う
協
議

の
無
効
を
確
認
す
る
旨
の
請
求
の
趣
旨
で
は
、
過
去
の
法
律
関
係
の

確
認
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
請
求
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
を
現
在
の
法
律
関
係
の
確
認
に
ひ
き
な
お
し
て
、
「
当
事
者
間

の
子
○
○
が
当
事
者
の
共
同
親
権
に
服
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」

と
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
す
る
よ
り
も
、
当
事
者
間
の
紛
争
の
焦
点

に
既
判
力
を
生
じ
さ
せ
、
紛
争
の
根
本
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
訴
え
は
適
法
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
訴
え
は
適
法
で
あ
る
。
」

三
、
判
例
評
釈

1
　
夫
婦
は
、
そ
の
協
議
で
、
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
民
七
六

三
条
）
、
父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
で
、

そ
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
八
一
九
条
一

項
）
。
協
議
離
婚
は
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
届
出
に

よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
じ
（
民
七
六
四
条
に
よ
り
同
七
三
九
条
を
準

用
）
、
届
出
の
受
理
に
は
、
親
権
者
の
定
め
が
あ
る
こ
と
が
要
件
の

一
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
民
七
六
五
条
一
項
）
。
た
だ
し
、
届
出
受
理

の
要
件
に
反
し
て
い
て
も
、
受
理
さ
れ
て
し
ま
え
ぼ
、
離
婚
そ
の
も

の
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
（
民
七
六
五
条
二
項
）
。

　
ま
た
、
戸
籍
法
上
の
規
定
に
よ
り
、
『
戸
籍
の
訂
正
』
に
関
し
て

は
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
り
得
る
と
考
え

（74－2－146）　380



判例研究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
創
設
的
な
戸
籍
の
訂
正
で
あ
る
一
一
四
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

基
づ
く
訂
正
と
、
確
定
判
決
に
よ
る
訂
正
で
あ
る
＝
六
条
に
よ
る

訂
正
で
あ
る
。

2
　
さ
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
協
議
離
婚
を
し
た
夫
婦
の
一
方
が
、

離
婚
自
体
は
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

離
婚
届
に
記
載
さ
れ
た
未
成
年
の
子
の
親
権
者
の
指
定
に
つ
い
て
、

そ
の
よ
う
な
協
議
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
を
す
る
事
例
は
、

実
務
上
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
（
判
タ
一
一
四
九
号
二
一
八
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
当
事
者
が
親
権
者
の
指
定
を
争
う
方
法
を
示

し
た
裁
判
例
と
し
て
以
下
の
五
つ
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
協
議
離
婚
の
無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
、
離
婚
そ
の
も

の
の
効
力
を
争
う
方
法
で
あ
る
（
名
古
屋
高
判
昭
和
四
六
年
一
一
月

二
九
日
（
高
麗
集
二
四
巻
四
号
四
三
八
頁
）
）
。
し
か
し
、
こ
の
方
法

は
、
親
権
者
を
定
め
る
協
議
が
成
立
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
成

立
し
た
も
の
の
ご
と
く
離
婚
届
に
記
載
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
受
理
さ
れ

た
協
議
離
婚
は
有
効
に
成
立
す
る
（
民
七
六
五
条
二
項
を
根
拠
と
す

る
）
も
の
と
し
て
、
名
古
屋
高
判
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
第

二
に
、
戸
籍
訂
正
の
手
続
に
よ
り
、
現
に
戸
籍
上
に
存
す
る
親
権
者

の
定
め
の
記
載
を
抹
消
し
た
上
、
協
議
に
よ
り
親
権
者
を
定
め
て
届

け
出
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
記
名
古
屋
高
判
の
判
決
理
由
中

で
付
言
さ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
り
、
離
婚
後
親
権
を
行
使
す
べ
き
者

が
定
め
ら
れ
な
い
ま
ま
協
議
離
婚
の
効
力
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
子
に
つ
い
て
は
現
に
共
同
親
権
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る

こ
と
を
理
由
と
す
る
。
た
だ
し
、
戸
籍
訂
正
を
い
か
な
る
方
法
で
行

う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
戸

籍
訂
正
を
前
提
と
せ
ず
、
親
権
者
指
定
の
審
判
を
求
め
る
方
法
が
あ

る
（
大
阪
高
決
平
成
三
年
四
月
四
日
（
家
月
四
三
巻
九
号
二
一
二
頁
）
、

大
阪
家
審
平
成
八
年
二
月
九
日
（
家
月
四
九
巻
三
号
六
六
頁
）
）
。
す

な
わ
ち
、
大
阪
高
裁
は
、
協
議
未
了
の
ま
ま
な
さ
れ
た
親
権
者
指
定

を
無
効
と
し
、
親
権
者
指
定
に
つ
い
て
協
議
が
整
わ
な
い
た
め
、
そ

の
指
定
に
つ
き
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
親
権
者
変
更
の
審

判
を
求
め
る
方
法
（
宮
崎
家
審
平
成
四
年
九
月
一
日
（
家
月
四
五
巻

八
号
五
三
頁
）
）
が
あ
る
。
親
権
者
変
更
の
申
立
て
を
も
っ
て
、
当

初
の
親
権
者
指
定
を
追
認
し
た
も
の
と
み
て
、
親
権
者
指
定
の
申
立

て
を
有
効
と
す
る
。
ま
た
、
協
議
離
婚
届
の
親
権
者
欄
を
改
ざ
ん
し
、

離
婚
の
際
の
親
権
者
を
定
め
る
協
議
が
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
、
親
権
者
と
し
て
は
、
相
手
方
よ
り
申
立
人
の
方
が
子
の
利

益
の
観
点
か
ら
み
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
親
権
者
指
定
協
議
の
効
力
を
争
う
こ
と
な
く
、
親
権
者
を
自
己

に
変
更
す
る
審
判
を
求
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
し
た
審
判
例
も
あ

る
（
大
阪
家
審
昭
和
四
九
年
三
月
二
日
（
家
事
二
七
巻
一
号
一
一
九

頁
）
）
。
第
五
に
、
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
判
決
（
そ
の
代
替

381　（74－2－147）
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手
段
と
し
て
の
家
事
審
判
法
二
三
条
の
審
判
）
を
求
め
る
方
法
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
記
大
阪
家
裁
昭
和
四
九
年
審
判
理
由
中
に

示
さ
れ
て
お
り
、
「
厳
密
に
考
え
る
と
、
申
立
人
と
し
て
は
、
相
手

方
に
対
す
る
親
権
者
指
定
協
議
の
無
効
確
認
の
確
定
判
決
（
家
事
審

判
法
二
三
条
の
審
判
を
含
む
）
を
得
て
、
戸
籍
法
一
一
六
条
に
よ
り

事
件
本
人
の
戸
籍
身
分
事
項
欄
の
相
手
方
を
親
権
者
と
定
め
る
旨
の

記
載
の
消
除
を
し
た
う
え
で
、
改
め
て
親
権
者
指
定
の
協
議
あ
る
い

は
こ
れ
に
代
わ
る
審
判
に
よ
り
、
事
件
本
人
の
親
権
者
を
定
め
る
べ

き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
」
と
判
示
す
る
。

　
本
判
決
は
、
理
論
上
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
第
五
の
方
法
を

認
め
た
最
初
の
判
例
で
あ
る
。

3
　
さ
て
、
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
訴
訟
を
認
め
る
意
義
と
し

て
、
「
届
出
に
記
載
さ
れ
た
親
権
者
指
定
協
議
の
不
存
在
ま
た
は
無

効
に
つ
い
て
、
相
手
方
と
の
間
で
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
で
き
、
紛

争
の
蒸
し
返
し
が
防
止
で
き
る
。
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
確
認
の

訴
え
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
ω
確
認
訴
訟
と
い
う
手
段
が
有
効
適

切
か
（
方
法
選
択
の
適
否
）
、
②
直
ち
に
確
認
判
決
で
解
決
す
る
必

要
が
あ
る
ほ
ど
紛
争
が
切
迫
し
た
も
の
か
（
即
時
確
定
の
必
要
性
）
、

㈹
確
認
対
象
が
適
切
か
（
対
象
選
択
の
適
否
）
の
三
点
か
ら
、
訴
え

の
利
益
が
判
断
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
対
象
を
訴
訟
物
に
据
え
て
確
認

判
決
を
す
る
と
紛
争
解
決
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が

問
題
と
な
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
特
に
⑧
対
象
選
択
の
適
否
が
問

題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
対
象
選
択
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
点
が
問
題
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
①
事
実
の
確
認
で
は
な
く
、
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め

　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

る
べ
き
で
あ
り
、
②
消
極
的
確
認
よ
り
も
積
極
的
確
認
を
求
め
る
べ

き
で
あ
り
、
③
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
は
許
さ
れ
ず
、
現
在
の
法

律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
だ
し
、
過
去
の
法
律
関

係
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
紛
争

が
一
挙
抜
本
的
に
解
決
す
る
場
合
に
は
、
確
認
の
利
益
が
あ
る
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
ま
　

れ
た
判
例
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
団
体
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
、
学
校
法
人
の
理
事
会
の
決

議
無
効
確
認
の
訴
え
（
最
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
九
日
（
民
集
二
六

巻
九
号
一
五
＝
ご
頁
）
）
に
お
い
て
、
紛
争
の
抜
本
的
な
い
し
包
括

的
解
決
か
ら
確
認
訴
訟
を
見
直
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
確
認
の
利
益

を
肯
定
し
た
。
ま
た
、
身
分
関
係
に
つ
い
て
、
母
子
関
係
確
認
の
訴

え
（
最
大
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
五
日
（
民
心
二
四
巻
七
号
八
六
｛

頁
）
）
は
、
「
親
子
関
係
は
、
父
母
の
両
者
ま
た
は
子
の
い
ず
れ
か
一

方
が
死
亡
し
た
後
で
も
、
生
存
す
る
一
方
に
と
っ
て
、
身
分
関
係
の

基
本
と
な
る
法
律
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
効
果

に
つ
き
現
在
法
律
上
の
紛
争
が
存
在
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
右
の

法
律
関
係
に
つ
き
確
認
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
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い
う
ま
で
も
な
く
、
戸
籍
の
記
載
が
真
実
と
異
な
る
場
合
に
は
戸
籍

法
コ
六
条
に
よ
り
確
定
判
決
に
基
づ
き
右
記
載
を
訂
正
し
て
真
実

の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・

こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
裁
判
所
が
さ
き
に
示
し
た
見
解
（
…
［
昭

和
］
三
四
年
五
月
＝
一
臼
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
＝
二
巻
五
号
五

七
六
頁
）
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
戸
籍
訂
正

の
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
戦
死
し
た
者
が
自
分
の
息
子
で
あ
る

こ
と
の
確
認
を
求
め
る
母
親
の
訴
え
に
確
認
の
利
益
を
認
め
た
。
遺

産
範
囲
確
認
の
訴
え
（
遺
産
確
認
の
訴
え
）
（
最
起
案
和
六
　
年
三

月
＝
二
日
（
蟻
集
四
〇
巻
二
号
三
八
九
頁
）
）
に
お
い
て
は
、
「
遺
産

確
認
の
訴
え
は
、
右
の
よ
う
な
共
有
持
分
の
割
合
は
問
題
に
せ
ず
、

端
的
に
、
当
該
財
産
が
現
に
被
相
続
人
の
遺
産
に
属
す
る
こ
と
．
換

言
す
れ
ば
、
当
該
財
産
が
現
に
共
同
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分
割
前
の

共
有
関
係
に
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
で
あ
っ
て
、
そ
の
原

告
勝
訴
の
確
定
判
決
は
、
当
該
財
産
が
遺
産
分
割
の
対
象
た
る
財
産

で
あ
る
こ
と
を
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に

続
く
遺
産
分
割
審
判
の
手
続
に
お
い
て
及
び
そ
の
審
判
の
確
定
後
に

当
該
財
産
の
遺
産
帰
属
性
を
争
う
こ
と
を
許
さ
ず
、
も
っ
て
、
原
告

の
前
記
意
思
に
よ
り
か
な
っ
た
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
訴
え
は
適
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
は
、
確
定
判
決
が
、
家
事
調
停
・
家
事

審
判
手
続
の
基
礎
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
家
事
手
続
の
連
携
の
も
と

に
確
認
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

審
判
成
立
後
に
そ
の
審
判
の
効
力
を
争
う
こ
と
を
許
さ
ず
、
審
判
を

安
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
国
籍
訴
訟
」
（
最
判
昭
和
二
四
年
＝
｝
月
二

〇
日
（
民
集
三
巻
一
二
号
五
〇
七
頁
）
）
に
お
い
て
は
、
「
前
記
被
上

告
入
の
国
籍
離
脱
の
届
出
は
無
効
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
後
、
右
国

籍
離
脱
を
前
提
と
し
て
為
さ
れ
た
前
記
国
籍
回
復
に
関
す
る
内
務
大

臣
の
許
可
も
ま
た
無
効
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か

る
に
、
被
上
告
人
の
戸
籍
簿
に
は
、
現
に
、
右
国
籍
の
離
脱
な
ら
び

に
回
復
に
関
す
る
記
載
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
原
判
決
の
確
定

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
か
る
戸
籍
の
訂
正
を
す
る
に
は
戸
籍
法
一

一
六
条
に
よ
っ
て
、
確
定
判
決
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
被
上
告
人
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
訴

確
認
の
判
決
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
」
と
し
、
戸
籍
訂
正
の
必
要
か
ら
、
当
該
訴
え
を
適
法
と

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
堂
教
授
は
、
「
日
本
の
確
認
判
決
に

よ
っ
て
、
米
国
が
原
告
に
対
し
て
直
ち
に
原
告
の
米
国
籍
を
承
認
す

る
法
的
義
務
を
生
じ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
米
国
が
米
国
籍
を
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
で
き
る
と
い
え
る
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
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本
件
に
お
い
て
は
、
親
権
者
指
定
協
議
と
い
う
過
去
の
法
律
行
為

が
争
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
訴
訟
物
に
据
え
て
確
認
判
決
を
す
る
こ

と
が
、
紛
争
解
決
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と

な
る
。

4
　
ま
ず
、
「
戸
籍
訂
正
の
必
要
性
し
の
観
点
か
ら
、
こ
の
訴
え
を

適
法
と
す
る
見
解
が
あ
り
う
る
。
戸
籍
法
二
六
条
一
項
に
よ
る
戸

籍
訂
正
を
行
う
た
め
に
は
、
確
定
判
決
ま
た
は
家
事
審
判
法
二
三
条

に
よ
る
審
判
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
定
判
決
を
得
る
た
め
に

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
事
審
判
法
二
三
条
に
よ
る
審
判
は
、
人
事

訴
訟
に
代
わ
る
手
続
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も

こ
の
訴
訟
が
人
事
訴
訟
で
あ
る
と
言
え
な
け
れ
ぼ
、
戸
籍
法
一
一
六

条
に
よ
る
戸
籍
訂
正
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
戸
籍
法
＝
四
条
も
存
在
し
、
家
事

審
判
法
九
条
一
項
乙
類
七
号
に
よ
る
審
判
を
経
た
の
ち
、
戸
籍
を
訂

正
す
る
と
い
う
方
法
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
は
、
親
子
関
係
確
認
の
場
合
と
夫
婦
関
係

確
認
の
場
合
で
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
必
ず
確
定
判
決

を
必
要
と
し
、
後
者
は
争
い
の
あ
る
場
合
に
の
み
確
定
判
決
を
要
求

　
　
ア
　

す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
「
戸
籍
訂
正
の
必
要
性
」

か
ら
必
然
的
に
確
定
判
決
の
必
要
性
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
、
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
を
遺
産
確
認
の
訴
え

と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
て
、
調
停
や
審
判
の
前
提
と
な
る
法
律
問
題
に

つ
い
て
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の

調
停
や
審
判
の
実
効
性
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
家
事
審
判
法
九
条
乙
類
審
判
事
項
の
中
で
も
、
そ
の
争
訟
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

に
段
階
的
差
異
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
乙
類
審

判
事
項
の
中
で
も
遺
産
分
割
事
件
（
乙
類
一
〇
号
）
は
、
財
産
権
を

め
ぐ
る
紛
争
で
あ
り
、
当
事
者
の
自
由
な
処
分
に
任
せ
る
べ
き
で
あ

る
面
が
強
く
、
民
事
訴
訟
事
件
に
か
な
り
近
い
特
質
を
持
つ
と
い
え

る
。
そ
の
一
方
で
、
協
議
離
婚
の
際
の
親
権
者
の
指
定
（
乙
類
七

号
）
は
、
家
庭
裁
判
所
は
「
子
の
福
祉
」
の
観
点
か
ら
判
断
を
下
す

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
裁
判
所
の
後
見
的
判
断
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乙
類
審
判
事
項
の
中
で
も
争
訟
性
の
強

弱
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
審
理
手
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
審
判
事
項
に
つ
き
、
ど

の
よ
う
な
「
当
事
者
と
し
て
の
地
位
」
を
与
え
る
の
か
は
、
乙
類
審

判
事
項
に
統
一
的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
家
事
審
判
に
つ
い
て
は
既
判
力
を
生
じ
な
い
と
す
る
の
が

　
　
れ
　

通
説
で
あ
る
が
、
確
定
判
決
と
同
様
の
既
判
力
が
認
め
ら
れ
な
い
と

し
て
も
、
そ
の
裁
判
を
関
係
人
も
第
三
者
も
争
う
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

こ
と
は
異
論
な
く
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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以
上
か
ら
、
こ
の
判
決
を
考
え
る
に
、
親
権
者
指
定
協
議
の
無
効

も
し
く
は
不
存
在
に
つ
い
て
の
紛
争
は
、
①
親
権
者
指
定
協
議
の
有

効
性
、
②
親
権
者
の
指
定
、
が
争
わ
れ
て
い
る
。
②
を
審
判
事
項
と

す
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

確
か
に
、
両
当
事
者
が
親
権
者
指
定
協
議
の
有
効
性
に
つ
い
て
争
っ

て
お
り
、
争
訟
性
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
親
権
者
指
定

協
議
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
両
当
事
者
間
で
既
判
力
を
伴
う
判
断
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

行
い
、
そ
の
後
の
手
続
に
一
定
の
指
針
を
与
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
親
権
者
指
定
ま
た
は
変
更
の
制
度
自

体
が
、
子
の
福
祉
を
目
的
と
し
た
後
見
的
な
制
度
で
あ
る
以
上
、
家

事
審
判
手
続
の
中
で
、
「
現
在
の
親
権
者
は
誰
が
よ
い
か
」
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
親
権
者
協
議
無
効
に
つ
い
て
も

併
せ
て
、
判
断
す
る
方
が
包
括
的
か
つ
直
接
的
で
望
ま
し
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
判
決
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
親
権
者
指
定

協
議
の
無
効
を
争
う
当
事
者
は
、
家
事
審
判
に
よ
る
手
続
と
確
認
の

訴
え
に
よ
る
手
続
が
可
能
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
続
が
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
行
判
例
と
し
て
挙
げ
た
、
親
権
者
の

指
定
と
変
更
に
お
い
て
も
、
そ
の
審
判
の
基
準
が
異
な
る
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
手
続
の
相
互
関
係
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
親
権

者
指
定
協
議
の
有
効
性
が
確
定
さ
れ
、
紛
争
の
解
決
に
資
し
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
、
実
質
的
な
判
断
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

確
認
の
訴
え
を
認
め
る
以
上
、
家
事
審
判
と
の
関
係
性
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
紛
争
を
複
雑
化
し
、
長
期
化
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

参
考
文
献

注
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か

・
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五

　
年
）
、
三
二
五
買
。

・
松
本
博
之
『
人
事
訴
訟
法
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）

・
野
田
愛
子
1
1
阿
部
謹
書
監
修
『
人
事
訴
訟
法
概
説
』
（
日
本
加
除
出

　
版
株
式
会
社
、
二
〇
〇
四
年
）
。

・
沼
邊
愛
一
1
一
太
田
武
男
網
久
貴
忠
彦
編
『
家
事
審
判
事
件
の
研
究

　
（
1
）
（
2
）
』
（
一
粒
社
、
一
九
八
七
年
）
。

・
川
田
　
昇
「
離
婚
届
の
親
権
者
指
定
を
無
効
と
し
親
権
者
を
指
定
し
内

　
た
事
例
」
民
商
法
雑
誌
一
一
九
巻
四
、
五
号
八
一
四
頁
。

・
松
原
正
明
「
家
裁
に
お
け
る
子
の
親
権
者
・
監
護
権
者
を
定
め
る
基

　
濃
し
判
タ
七
四
七
号
三
〇
五
頁
。
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こ
の
判
例
の
評
釈

・
村
重
慶
　
「
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
」
戸
籍

　
急
報
五
八
○
号
二
八
頁
。

・
草
鹿
晋
一
「
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
」
私
法

　
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
（
二
〇
〇
五
〈
下
〉
）
一
〇
六
頁
。

・
和
田
吉
弘
「
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
」
法
学

　
セ
ミ
ナ
ー
五
九
七
号
一
一
五
頁
。

・
常
岡
史
子
「
協
議
離
婚
の
際
の
未
成
年
の
子
の
親
権
者
を
定
め
る
協

　
議
に
お
け
る
合
意
の
不
存
在
を
主
張
す
る
元
夫
婦
の
一
方
は
、
他
方

　
を
被
告
と
し
て
、
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
」
判
例
評
論
五
五
～
号
二
四
葺
。

・
石
渡
哲
「
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
」
法
学
研

　
究
（
慶
応
大
学
）
七
九
巻
九
号
七
八
頁
。

・
若
林
昌
子
「
親
権
者
指
定
協
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
」
判
例

　
タ
イ
ム
ズ
一
一
八
四
号
　
二
〇
頁
。

（
1
）
　
届
出
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
べ
き
行
為
に
つ
い
て
戸
籍
の
記
載

　
を
し
た
後
に
、
そ
の
行
為
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

　
届
出
人
又
は
届
出
事
件
の
本
人
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、

　
戸
籍
の
訂
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
一
四
条
〉
。

（
2
）
　
ま
た
、
判
決
に
よ
っ
て
戸
籍
の
訂
正
を
す
べ
き
と
き
は
、
訴
え

　
を
…
提
起
し
た
者
は
、
判
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
判

　
決
の
謄
本
を
添
附
し
て
、
戸
籍
の
訂
正
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
　
（
一
一
六
条
一
項
ハ
）
。

（
3
）
　
法
が
定
め
る
例
外
と
し
て
、
書
面
真
否
確
認
の
訴
え
が
あ
る

　
（
民
事
訴
訟
法
一
三
四
条
）
。

（
爆
〉
　
最
大
判
昭
和
瑚
五
年
七
月
一
五
欝
（
民
集
二
四
巻
七
号
八
六
一

　
頁
）
。
大
隅
健
一
郎
裁
判
宮
は
補
足
意
見
に
お
い
て
、
「
現
在
の
権
利

　
ま
た
は
法
律
関
係
の
個
別
的
な
確
定
が
必
ず
し
も
紛
争
の
抜
本
的
解

決
を
も
た
ら
さ
ず
、
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
の
権
利
ま
た
は
法
律
関
係

　
の
基
礎
に
あ
る
過
去
の
墓
本
的
な
法
律
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が
、

　
現
に
存
す
る
紛
争
の
直
接
か
つ
抜
本
的
な
解
決
の
た
め
最
も
適
切
か

　
つ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ

　
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
過
去
の
法
律
関
係
の
存
否
の

　
確
認
を
求
め
る
訴
で
あ
っ
て
も
、
確
認
の
利
益
が
あ
る
も
の
と
認
め

　
て
、
こ
れ
を
許
容
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と
考

　
え
る
。
」
と
さ
れ
る
。

（
5
）
　
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
［
第
三
版
固
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇

　
四
年
）
二
五
二
頁
注
（
1
）
。
「
三
戸
の
裁
判
所
の
判
決
で
、
原
告
が

　
出
生
に
よ
っ
て
取
得
し
た
日
本
国
籍
を
引
き
続
き
有
し
て
い
る
旨
を

　
確
認
す
る
こ
と
が
、
原
告
の
米
国
籍
の
承
認
と
い
う
原
告
の
地
位
の

　
安
定
を
も
た
ら
す
蓋
然
性
が
高
い
と
の
判
断
が
前
提
と
な
っ
て
い

　
る
。
」

（
6
＞
　
大
輪
大
正
五
年
二
月
三
日
民
録
二
二
輯
一
五
六
頁
、
大
回
大
正

　
五
年
四
月
一
九
日
民
録
二
二
輯
七
七
四
頁
、
大
門
大
正
五
年
九
月
五

　
日
撰
録
二
二
輯
一
四
六
三
頁
。
「
親
族
法
若
ク
ハ
相
続
法
上
重
大
ナ

　
ル
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
場
合
」
に
は
、
確
定
判
決
を
必
要
と
し
、
親

　
子
関
係
の
戸
籍
訂
正
は
こ
れ
に
あ
た
る
と
判
示
し
て
い
る
。
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（
7
）
　
林
屋
礼
二
「
身
分
関
係
存
否
確
認
の
訴
」
鈴
木
忠
一
肖
三
ヶ
月

　
立
早
蹴
皿
修
『
実
務
民
事
・
訴
訟
講
座
六
　
［
渉
外
幽
畢
件
・
人
富
畢
訴
訟
ご
　
（
日

本
評
論
社
、
一
九
七
一
年
）
二
〇
七
頁
。
こ
の
論
文
で
は
、
「
戸
籍

　
の
訂
正
と
い
う
観
点
よ
り
も
む
し
ろ
、
紛
争
の
解
決
と
い
う
観
点
か

　
ら
運
用
を
考
え
る
べ
き
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
梶
村
太
市
昌
徳
田
和
幸
編
『
家
事
事
件
手
続
法
』
（
有
斐
閣
、

　
二
〇
〇
五
年
）
三
五
六
頁
（
大
橋
翼
弓
執
筆
）
。

（
9
）
　
遺
産
分
割
事
件
に
つ
い
て
の
み
検
討
し
て
も
問
題
は
複
雑
で
あ

　
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
産
分
割
審
判
に
お
い
て
審
理
す
べ
き

　
で
あ
る
基
本
的
な
八
項
目
の
中
で
も
、
相
続
人
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

　
公
益
的
要
請
が
強
く
、
関
係
人
の
任
意
処
分
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
に

　
対
し
て
、
遺
産
の
範
囲
と
遺
言
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に

　
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
民
事
訴
訟
で
最
終
決
着
が
図
ら
れ
る
。
前
掲

　
注
（
3
）
、
三
八
二
頁
。

（
！
0
）
　
肯
定
す
る
説
と
し
て
は
、
市
川
四
郎
『
家
事
審
判
法
概
説
（
増

　
補
ご
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
一
二
七
頁
な
ど
。

（
1
1
）
　
「
な
ぜ
既
判
力
が
な
く
て
も
支
障
が
生
じ
な
い
か
」
に
つ
い
て

　
は
、
佐
上
善
和
『
家
事
審
判
法
』
（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六

　
四
頁
以
下
。

（
1
2
）
　
傍
藤
蜂
「
確
認
訴
訟
の
機
能
」
判
タ
三
三
九
号
二
九
頁
。
「
既

　
判
力
に
よ
っ
て
直
接
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
場
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
波

　
及
効
果
を
利
用
し
て
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
」

　
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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